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平成 27年 12月 15 日 

各    位  

 
不動産投資信託証券発行者名  
 東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 1 0 番 1 号 
 インベスコ・オフィス・ジェイリート投 資 法 人  
 代 表 者 名 執 行 役 員 松 本 吉 史 
  （コード番号 3298） 
   
資産運用会社名    
 インベスコ・グローバル・リアルエステート・ 

ア ジ ア パ シ フ ィ ッ ク ・ イ ン ク 
 代 表 者 名 日本における代表者 辻  泰 幸 
 問 合 せ 先 ポートフォリオマネジメント部長 甲 斐 浩 登 
 ＴＥＬ．03-6447-3395 

 

規約変更及び役員の選任に関するお知らせ 

 

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催し

た役員会におきまして、下記のとおり、規約の一部変更及び役員選任に関して、平成28年1月20日開催

予定の本投資法人の第2回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議い

たしましたのでお知らせいたします。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効とな

ります。 

 

記 

 

1. 規約の一部変更の内容及び理由について 

(1) 平成26年12月1日付で施行された投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といい

ます。）の改正に関連して、以下のとおり規定の新設及び変更を行うものです。 

① 投資主総会の招集手続きにおける公告の省略を可能とするため、一定の日及びその日以

後遅滞なく投資主総会を招集する旨の定めとして、本投資法人の投資主総会は、平成29

年12月25日及び同日以後遅滞なく招集され、以後、隔年ごとの12月25日及び同日以後遅

滞なく招集される旨、また、必要があるときは随時招集することができる旨の規定を新

設するものです（変更案第9条第2項関連）。 

② 上記①の変更に合わせて、定期的に招集される投資主総会において議決権を行使するこ

とができる投資主を定める基準日の規定を追加し、関連する字句を修正するものです（変

更案第15条第1項関連）。 

③ 執行役員及び監督役員の任期について、投資主総会の決議によって、法令に定める限度

において、その期間を延長することを可能とする規定を追加し、関連する字句を修正す

るものです（変更案第17条第2項関連）。 

④ 投資主との合意による自己の投資口の有償取得が可能となったことに伴い、資産運用報

酬のうち運用報酬②の算定に際して、本投資法人が保有する自己の投資口の数を発行済

投資口の総口数から除くことを明確化する調整規定を追加するものです（変更案第37条

(2)関連）。 

(2) 各役員が本投資法人役員会の議長に就任する順序を明確にするための規定を新設し、関連す

る字句を修正するものです（変更案第20条第1項、第5項関連）。 

(3) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則が改正されたことに伴い、資産を主として不動
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産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の

受益権に対する投資として運用することを基本方針とする旨を明確にするために、該当する

規定を変更するものです。また、これに伴い、関連する字句を修正するものです（変更案第

27条関連）。 

(4) 投資主価値向上の実現に資すると判断される場合に、資産運用の基本方針の範囲内で海外で

の所定資産への投資可能性を選択肢の1つとして確保しておくべく、投資態度について所要の

変更を行い、また投資対象となる資産の種類について追加を行うとともに、投資制限に関す

る規定の一部及び資産評価に関する規定の一部を変更するものです。また、これに伴い、関

連する字句を修正するものです（変更案第28条第3項、第4項、第29条、第30条、第33条関連）。 

(5) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正により特定資産に該当する資産が追加され

たことに伴い、再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権を本投資法人の投資対象

として追加する規定を新設し、関連する字句を修正するものです（変更案第29条第2項(17)、

(18)、第4項(3)関連）。 

(6) 投資法人における税会不一致の問題に関して、投信法、投資法人の計算に関する規則及び租

税特別措置法等の改正に伴い、本投資法人における課税負担の軽減を目的として利益を超え

た金銭の分配を行うことが可能となるよう、規定を変更し、関連する字句を修正するもので

す（変更案第35条第1項(2)、第2項関連）。  

(7) 資産運用報酬のうち運用報酬①及び取得報酬の算定、並びに取得報酬の支払時期に関する各

規定について、本投資法人が他の投資法人との合併により合併の相手方となる他の投資法人

から資産を承継する場合にもこれらの規定の適用があることを明確化するために、文言の追

加を行うものです（変更案第37条(1)、(3)、(5)関連）。 

(8) 新投資口予約権の発行に関する費用を本投資法人が負担することを明確化するため、該当す

る規定を変更するとともに、投信法で定められている新投資口予約権に関する一般事務の委

託に関する規定を整備するものです（変更案第39条第2項(1)、第41条第3項関連）。 

(9) その他、租税特別措置法施行規則の改正に伴い不要となった規定の削除、投信法の改正の施

行により不要となった附則の削除、規定内容の明確化及び特定の営業期間の終了により不要

となった規定の削除を行うとともに、必要な表現の変更及び明確化、字句の修正並びに条項

数の整備等のために、所要の変更を行うものです。 

 

（規約の一部変更の詳細については、別紙「第2回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

2. 役員選任について 

執行役員1名（松本 吉史）及び監督役員2名（下門 敬史・川﨑 英嗣）は、平成28年2月27日をも

って任期満了となりますので、執行役員1名及び監督役員2名の選任について、議案を提出いたしま

す。 

また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員

1名の選任について、議案を提出いたします。 

 

(1) 執行役員候補者 

 松本 吉史（重任） 

(2) 監督役員候補者 

 下門 敬史（重任） 

 川﨑 英嗣（重任） 

(3) 補欠執行役員候補者 

 辻 泰幸（重任） 

 

（役員選任の詳細については、別紙「第2回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 
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3. 投資主総会等の日程 

平成27年12月15日  本投資主総会提出議案の役員会承認 

平成27年12月25日  本投資主総会招集通知の発送（予定） 

平成28年 1月20日  本投資主総会（予定） 

 

＜添付資料＞ 

 第2回投資主総会招集ご通知 

 

以上 

 

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※本投資法人のホームページアドレス：http://www.invesco-reit.co.jp/ 

 

  

http://www.invesco-reit.co.jp/





































































